
仕 様 書 
建設局土木管理部土木管理課  

１ 件名 

十条換気所及び山科換気所の消防設備修繕 

 

２ 対象（十条換気所）の取替及び試運転調整を行うこと 

製品名 製作会社 品番 数量 備考 

消火器具 ABC10 型 

蓄圧式 

不問（国内メーカー

に限る） 

不問（使用期限

10年） 

12本 処分運搬費

含む 

消火器具用リサイク

ルシール 

  12枚 非課税を明

記すること 

消火器具廃棄処分費 ― ― 12本 特定窓口等

で適正に処

分すること 

自動火災報知設備の

非常ベル 

（B2 階 受水槽室前

の消火栓箱内） 

ニッタン株式会社 BD-6-24-11 1台  

誘導灯蓄電池 

（3階 事務所） 

パナソニック FK725 1台  

   

  対象（山科換気所）の取替及び試運転調整を行うこと 

製品名 製作会社 品番 数量 備考 

消火器具 ABC10 型 

蓄圧式 

不問（国内メーカー

に限る） 

不問（使用期限

10年） 

17本 処分運搬費

含む 

消火器具用リサイク

ルシール 

  17枚 非課税を明

記すること 

消火器具廃棄処分費 ― ― 17本 特定窓口等

で適正に処

分すること 

誘導灯 C 級避難口、

パネル含む 

（1階 電気室、B1階 

除塵機電気室） 

不問 不問 2台  

※交換部品は新品とし、中古品や製造日から３か月以上経過したものは不可とする。 

※見積金額には取替作業費、試運転調整費、諸経費を含む。 

※修繕作業の前日までに必要な資格の写しを提出すること。 



※作業時に市職員が立ち会うため、作業予定日をあらかじめ連絡すること。 

※消防署に書類提出する前に、本市に書類を事前提出すること。 

  ※完了後に修繕報告書（作業前後や動作確認写真の貼付等により具体的な作業結果を記載する） 

を作成し、提出すること。 

 

３ 修繕場所 

  京都市伏見区深草中川原町 地内（十条換気所） 

京都市山科区西野山桜ノ馬場町 地内（山科換気所） 

 

４ 納期 

  契約日の翌日から令和７年９月３０日まで（取替作業の完了を含む） 

 

５ 提出方法ほか 

(1) 見積書の宛先は「京都市長」としてください。 

(2) 見積金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記入し、その旨を記載してください。 

(3) 見積書は原本郵送、メールのいずれかにて御送付ください。 

(4) 御送付の際は担当者の名前（フルネーム）及び連絡先を見積書に明記してください。 

(5) 見積の有効期限は１か月以上としてください。 

(6) 原則、契約予定相手方のみに連絡を差し上げます。 

(7) 郵送時は宛先（藤川）がわかるよう送付をお願いします。 

 

６ 問合せ及び見積送付先 

 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

 京都市建設局土木管理部河川整備課 （京都市役所分庁舎３F） 

担 当：藤川、群馬 

電 話：222-3591（河川整備課番号） 

F A X：213-1213（河川整備課番号） 

E-mail：fuqbe428@city.kyoto.lg.jp（藤川宛） 

 


